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はじめに

小泉純一郎元首相、細川護熙元首相、首直人元首相、鳩山由紀夫元首相、村

山富市元首相 の総理大 臣経験者 5人 は 2022年 1月 、欧州連合 (EU)の 欧州

委員会委員長 に対 し、地球温暖化対策 に役立つエネルギー源 として原子力発電

を位置づ けることに反対す る書簡を送 付 した。

日本政府 はこの書簡に対 して、声明全体ではな く、「多 くの子 どもたちが甲

状腺がんに苦 しみ」 とする記述に過剰 に反応 し、「誤 つた情報だ」 と抗議 し

た。原発事故 の健康影響を所管する環境省の山口荘大臣は「福島県が実施 して

いる甲状腺検査により見つかつた甲状腺がんについては、福島県の「県民健康

調査」検討委員会や「原子放射線の影響 に関す る国連科学委員会

(UNSCEAR)」 な どの専門家会議 により、現時点では放射線の影響 とは考え

にくいとい う題 旨の評価がなされています」 とコメントを発表 した。また福島
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欧州委員会委員長

ウルズラ 。フオン・ テ
Sア

・ ライエ ン様

脱原発・脱炭秦は可能です

一EUタ クノノ ミーか ら原発の除外 を一

欧州委員会が、気候変動対策な どへの投資を促進す るための「 EUタ クプ

ノ ミー」 に原発 も合 めようとしていると知 り、福島第一原発事故 を経験 した

日本 の首相経験者 である私たちは大 きな衝撃 を受 けています。

福 島第一原発の事故は、米国のス ジーマイル島、旧ソ連のチ ェル ノブイ リ

に続 き、原発が「安全」ではあ りえない とい うことを、膨大な犠牲の上 に証

明 しました。そ して、私たちはこの 10年 間、福 島での未曾有の悲劇 と汚染 を

目の当た りに してきま した。何十万人 とい う人々が故郷 を追われ、広大な農

地 と牧場 が汚染 され ました。貯蔵不可能 な量 の汚染水 は今 も増 え続 け、多 く

の子供 たちが甲状腺 がんに苦 しみ、莫大 な国富が消え去 りま した。 この過ち

をヨーロンパ の皆 さんに繰 り返 して欲 しくあ りません。 (以 下略 )



県の内堀知事 は「科学的知見 に基づ き、客観的な発信 をお願いす る」 との文書

を元首相 らに送付 した。

UNSCEAR(Scicntific Committec on thc Effects of Atomic Radiation)は

2013年以降、東京電力福島第一原発事故後、福島原発事故に関する報告書を

相次いで公表 してきた。 とりわけ『 UNSCEAR2020/2021報 告書』は、福島原

発事故の放射線被 ば く影響を説明す る際の“科学的知見
力として、政府はこれに

大 きく依拠 している。では、政府が、「科学的見解」 として依拠 している

「UNSCEAR」 とは、 どのような組織なのであろうか。

UNSCEARの 公式サイトでは、その設立について次のように説明 している。

60年 以上前、すべての核実験 の即時停止 を求める提案 をそ らす ことを目

的 として (原 文 :purportedly with the intention to deficct a proposal

calling for an immediatc cnd to ali nuclear explosions)、 電離放射線 のレベ

ル と影響 に関す る情報を収集・評価す る委員会 の設立が国連総会 に提案 され

た。その後 1955年 12月 3日 、国連総会 は決議 913(X〉 を全会一致で承認

し、原子放 射線 の影響に関す る国連科学委員会 (UNSCEAR)が 設立 され

た。

当初の委 員会 は、アルゼ ンチ ン、オース トラリア、ベルギー、 ブラジル、

カナダ、チ ェコスロパキア、エジプ ト、 フランス、イン ド、 日本、メキシ

ヨ、スウェーデ ン、英国、米国、 ソ連 の国連加盟 15カ 国の上級科学者で構

成 されていたと。

1・ HiSTORICAL MILESTONES,1955:Tho UNSCEAR est,ab‖ shedi OfficiaI Site of United Nations'

Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation(UNSCEAR),

https://www unscear.or=/unscear/en/about― us/historical― milestones html ,(Accessed Au=ust 28,

2024)

UNSCEARホームページにある原文では、次のように表記されている。
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Over sixty years ago, purportedly with the intentiOn to deflect a proposal

caHing for an immediate end to a‖ nuctear explosionstit was proposed to the

General Assembly of the United Nations that it establiSh a Committee to

co‖ ect and evatuete irlformation on the levels and effects of iOnizing
3 Decembradiation.  Subsequentl On er 1955 the General Assembl



UNSCEARが 発足す る前年の 1954年 3月 1日 は、アメ リカが国連信託統治領

マーシャル諸 島ビキニ環礁にて水爆実験 を実施 し、その結果 日本の漁船第五福

竜丸が被災 した。1954年 3月 16日 付の F読売新聞』で第五福竜丸の被災が報

道 され ると、放射性降下物の危険性に対す る認識が世界的に広が り、 日本にお

いても原水爆禁止運動が広が り、3000万人以上の署名が集まつた。また 1955

年 7月 9日 には核実験 。戦争に反対する「 ラッセル・アインシュケイン」宣言

が出された。核実験 による放射性降下物の危険性への認識が世界的に共有され、

核実験 に対す る反対の声が世界的に共有 された年、それが 1955年 である。そ

うした中で、「すべての核実験の即時停止 を求める提案をそらす ことを目的と

して」、UNSCEARが 発足 したのである。

本意見書 で は、筆者が米国公文書館 などか ら入手 した機密扱いだ つた公文書

や、米原子力委 員会 の科学者 メ リル・アイゼ ンバ ッ ドの回顧録 (Mcrril Eisenbud,

ィ4盟 』,ガ即,コθガガ OJノδJじノ∫′θοど,デ♂′′ο〃vど】iο′2,'コど′θガ′」i♂∫力 肪♂L″b θrβ

′r盟じ節露F♂デてテ辺占 ′(Universiり Of Washington Press,1990)、 米原子力委員会

関連文書 な どをもとに、UNSCEARの 歴 史的な設立経縛やその背景 を検討 し、

UNSCEARが どのよ うな性質 を帯びてい るかを明 らかに したい。

1 庫爆投下 と米国原子力委員会

(1)UNSCEARの 設立背景

政府は福 島原発事故後、首相官邸のウエブサイ ト上に原発事故関連情報の

特設ページを設 け、「原子力災害専門家 グループ」の解説記事を掲載 している

unanimously approved resolution 913(X), whiCh establis hed the United

Nations Sc'Gntific Committee on the Effects of Atomic Radiat,o猾 (UNSCEAR).

The original committee was compOsed of senior scientists from 15
designated UN Member States,namely Argentina,Australia,B eigiu m:Brazil,

Canada, Czechoslovakia, Egy pt, Fra n ce= india, Japan, M exico, Sweden, th e

UK, the USA arid the USSR
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2。 2012年 9月 5日 に掲載 された記事「科学者 の国際的使命～UNSCEARの 功

績 と日本の貢献」で は、UNSCEARに つ いて次の ように説明 している3。

少々長 くて覚 えて頂きにくい名前ですが、UNSCEAR(ア ンスケアー)と

は「United Nations Scientific Committec on the Effccts of Atomic

Radiation=原 子放射線の影響に関する国連科学委員会」の頭文字 をとった

もので、国連の中でも最も歴史のある委員会のひとつです。

東西冷戦下で、大気圏核実験が頻繁 に行われていた 1950年代。環境申に

放射性物質が大量に放出され、放射性降下物 による環境や健康への影響につ

いて懸念が増大す る中、1955年 の国連総会で、アンスケアーの設立は全会

一致で決議 されたのです。

以来、核兵器 《非》保有国の委員が持ち回 りで議長を務 めなが ら、放射線

の発生源 と影響に関する国際的な調査研究成果を包括的に取 りまとめ、国際

社会に提供 してきました。設立当初、日本を含め 15カ 国だった加盟国は、そ

の後 21カ 国 に増 え、さらに今年からは 27カ 国になっています。 (抜 粋 )

解説記事 を書 いたのは、UNSCEARの 元議長で、放射線防護委員会 (ICR

P)主委員会委員な ども歴任 してきた放射線医学総合研究所 (以 下、「放医

研」 とい う)」 の佐 々木康人前理事長 と UNSCEAR国 内対応委員会委員長 を

務めた放射線影響研究所 (以 下、「放影研」 とい う)の 児玉和紀主席研究員の

二人である。 ここに記載 されているように、UNSCEARは 、米 プの大気圏核実

験が頻繁 に行 われていた冷戦期初期 の 1955年 に設立 された。

設立前年 の 1954年 、アメ ヅカ国防総省 はアメ リカ原子力委員会 と合同で、

ビキニ環礁 とエニ ウエ トク環礁 の二つの環礁で計 6回 の水爆実験 「キヤンス

ル作戦」 を行 なった。中でも 3月 1日 に行なわれ た「 ブラボー実験」 は広 島

原爆 の約 1千倍 の威力がある核弾頭 を使用 した大規模な核実験で、 日本 の第

2httos://www.kantci 宜o.iっ /saittai/scnmO nka.htmI (2024年 8月 23日 関覧 )

3稗 学者の国際的使命～UNSCEARの 功績 と日本の貢 献

28.hml(2024年 8月 23日 閲覧 )https://www kantei.宮 o.ip/sai 冨ai/scnm onka
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五福竜丸をはじめ、当時太平洋を航海中であったマグロ漁船、マーシヤル諸島

の人々、そ して米兵が これにより被災 した。第五福竜丸では乗組員は 23人 が

被ば くし、無線長の久保山愛吉さんが、放射能障害により半年後 に死亡 した。

40歳 の若 さだつた。

築地市場で、放射能 に汚染 された「原爆マグロ」が大量に廃棄 され ると、国

内では、食品への影響 に対する不安が急速 に高まった。核廃絶署名が広が リト

広島では第 1回原水爆禁止大会が開催 された。反核のうね りは国外 にも波及

し、世界中で、放射性降下物による環境や健康へ対する影響を懸念す る声が広

まった。

UNSCEARは こうした事情のもと、国際社会の不安を払拭させ、また核実験

への反対の声 を封 じ込めることを目的 として、翌年の 1955年 に設立 された。

背後 には、核実験 を実施 し被災者を生み出 した責任機関・米原子力委員会の存

在がある。米 ソ冷戦における核開発史 と密接に関係 した UNSCEARの 成 り立

ちを具体的に見てみたい。

(2)原爆投下 に対す る氷国の 2つ の顔

米国の核開発は、マ ンハ ンタン計画 に始まる。マンハ ッタン計画 は、第二次

世界大戦申、ナチス・ ドオツなどの原子爆弾開発 に対抗 して、米国中の科学者

や技術者 を総動員 して、秘密裏に原子爆弾の開発製造を推 し進めた大規模な国

家プロジェク トである。原子爆弾の製造 は成功 し、 1945年 7月 16日 世界で初

めて原爆実験 を実施。同年 3月 6日 、日本の広島に、8月 9日 に長崎に原子爆

弾を投下 し、両都市の犠牲者 は数十万人に及んだ。

マ ンハ ンタン計画による原子
'轟

弾の開発及び使用は、戦後の核兵器開発競争

を招 き、冷戦構造を激化させ るきつかけともなったが、米国は、広島と長崎の

原爆投下 について、異なる 2つ の顔を持 つていた。一つは、世界 の批判を浴

びないよう原爆の全貌 を徹底的に隠 し、被ぼ くの影響など大 した ことはないと

す る顔。 もう一つの顔 は、広島・長崎の被爆者のデータを徹底的に囲い込み、

分析 して、原爆の威力を推計 し、核戦略に活用 しようという顔である。

前者では、徹底 した情報のコントロールを行なった。米国は、原爆を投下 し

た翌月 9月 、広島・長崎で起 きた惨状を世界に知 られないよう、連合国最高
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司令官総司令部 (GHQ)の もとに民間情報教育局 (CiviHnfOrmation and

Education Sectiontt CIE)を 設置 した。9月 19日 にプレスコー ド(SCAPIN

33)を 発令 し、新聞や ラジオを検閲 し、原爆 に関す る報道 は一切発禁 とした。

また、核兵器 が非人道的な兵器 として、国際人道法上の禁止対象 とな らない よ

う、爆風や熱射 とい つた初期放射線 の威力 は認め る一方、残留放射能や内部被

ぼ く、遺伝的影響 といつた長期 にわた る晩発的な健康影響は一切、生 じていな

いと主張 した。

一方、後者 では、徹底 したデータ収集が行われ、秘密裏 に研究が重ね られ

た。原爆投下 の翌 月 9月 、米国陸軍・海軍 の軍医回は、 日本 の陸軍医務局 と

東京帝国大学 医学部都築正男教授 らの協 力 を得て、米陸軍のアシュレー・ オー

ター プン、米海軍 のシールズ・ ウオー レンら米軍 による合同調査国を編成 し、

約 1年間の被爆調査 を行 なった。データの収集 には日本の医学者、研究者 が

1000大 規模 で参加 したが、収集 した資料 の解析 には日本 の研究者 の参加 は認

めなかった。集 めた調査資料 は全て米国 に送 られ、首都 ワシン トンのアメ リカ

陸軍病理学研究所 (Armed Forccs lnstitute of Pathology)に 軍事機密資料 と

して保管 された。標本 やデータは米国が独 占し、原子爆弾の威力の推計や核開

発計画に活用 されたのである。

た とえば、広 島の原爆 はち ょうど子 どもたちが校庭 に出ていた時間に重 なる

ため、中学 生 の死亡 が多かつた。そ こで、爆心地か らの学校 の距離 に応 じて、

死亡 した子 どもの人数 を数え上 げて原爆 の威力 を評価 し、 ソ連へ核攻撃す る

際、 どこの都市 にどの程度の原子爆弾 を投下すると、 どの程度 の殺傷能力があ

るのかを分析 す るとい う研究な どもな されていた。

(3)米国原子力委員会 と▲BCC

戦後、マ ンハ ッタン計画を引 き継 いで核開発 を進めたのは、米原子力委員会

(Uo St Atomic Energy Commission!AEC)で ある。第二次世界大戦終了に伴

って、核 を管轄 す る機関が軍隊か ら文民機関へ と移管 されたためである4。

4Guide to Fcdcral Rccord:Rccords of thc Atomic Energy Commission[AEC]

https1//www.arch"es.Я ov/research/宮 uide‐ fed‐ rccords/Rroups/326 ht甲と(Acccssed

August 28,2024)
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1946年 8月 1日 の原子力法の成立 によって米原子力委員会が設立 す ると、翌

1947年 1月 1日 、核開発 を担 って きた陸軍省管轄 のマ ンハ ンタンエ兵管区の

権限は原子力委員会 に引き継がれ、開発関連施設 は全て原子力委員会 の管轄下

となつた。同時 に、米原子力委員会 は、マ ンハ ッタンエ兵管区で実施 されてい

た放射線の人体への影響 に関す る研究 も引 き継 いだ。生物医学部 (U.S.

Atomic Energy Commission,Biological Medical D市 ision)を 設置 し、 ここで

放射線 の人体 への影響 に関する研究 を行われ ることになった。またその一方で

国防総省管轄 の生物・化学・放射線兵器研究 を扱 う機関である米軍特殊兵器計

画 (AFSWAP:Armed FoTces Special Weapon Project)が 発足 した。

また、 この頃 日本 には「原爆傷害調査委員会 (Atomic Bomb Casualty

Commission:ABCCの ちの放射線影響研究所)」 が設立された。原爆放射線

被爆者 を対象 とした、放射線の医学 的・生修学 的晩発影響 の長期的調査 は、米

国科学アカデ ミー と全米研究評議会 (NRC)が 行 うべきであるとす るハ ジー・

トルーマ ン米大統領令 が 1946年 11月 に出 された ことを受 けて、翌年 3月 、

広島の赤十字病院の一角に開設 された。 ただ ABCCの 目的は、あ くまで も被

爆者 の「調査研究」であつたため、検査 を して病気 を見つ けても、原則、治療

は行われ′ょか った。 この「調査すれ ども治療せず」 とい うABCCの 態度 は、

今 もなお被爆者 の批判 に晒 されてお り、2017年 の設立 70周 年 に際 しては、

ABCCの 後継組織である放影研 (放射線影響研究所 )の 丹羽太貫理事長が被爆

者 に初 めて謝 罪 した。 しか し、それは、残留放射線や内部被ば くによる被災者

に対 して謝罪 しているわけではない。ABCCお よび放影研 はその影響 を包括

的・継続的 に研究 していないか らである。

実 は ABCCは その初期 には残留放射線 の研究 に着手 していた。広 島 '長崎

への原爆投下前 に、末 にマンハ ンタン計画 の科学者 は放射線毒性小委員会 を立

ち上 げ、放射線兵器の開発のための研究 をしていた。戦後 も米軍調査国 として

広島・長崎 の黒い雨・残留放射線つ調査 を実施 し、 1948年か ら 1953年 まで

米軍特殊兵器計画 の下で米原子力委員会 と協力 し、放射線兵器の開発 に取 り組

んでいた。残留放射線 も内部被 ば くの影響 も把握 していたのであ る。つま り、

米軍 。米原子力委員会 との軍事安全保障 目的での調査は実施 していたのであ

る。
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放射線 を計測す るために、米軍特殊兵器計画 と米原子力委員会 は測定研究所

(Traserlab)と 協力 していた。測定者 は実験場で測定す るのみな らず、 日本

にも派遣 された。ABCCの 初代所長 になったカール・ テスマーは 1950年 3月

29日 、米科学 アカデ ミーの科学者 に向けて次のよ うに報告 している。「私が

電話で概要 を話 した ように、広島の残留放射線 について大まかな調査 を行 つた

測定研究所 の 2人の紳士、メンカー (Menker)氏 とレベンソール (Lcventhal)

氏が訪ねてきま した。 (中 略)し か しなが ら重要 な点は、彼 らの集め られる、

雨樋 (あ ま どい)や泥 の堆積、その他気象学的データで示 された地域で、広島

や長崎中で彼 らはサ ンブルを得てきた ことです。後者 (気 象学的データで示 さ

れた地域で得 られたサ ンプル)は核分裂物質 の場所 を特定す るための主要な要

素 とな り、原爆 の当日 と翌 日の降雨 の範 囲 についての報告 を、相当の均一性 を

持 つて決めることがで きるで しよう。一部 が私たちの元に残 され、一部 は彼 ら

が国に持 って帰 りま した。収集 された試料 は、いずれ も先述 のフイルムテス ト

では陽性で した」。 このように 1950年 に米軍が持 ち帰つたデータで も、黒 い

雨 (放射性降下物 )の 影響が示唆 されていた。 この調査 については筆者 も協力

した NHKス ペ シャル『原爆初動調査 隠 された真実』 (2021年 8月 9日 放

送)に も詳 しい 5。

また、ABCC生物統計部長な どを務 めた ローウエル・A・ ウッドベ リー (L.

A.Woodbury)は 、それまでに行われて きた残留放射線の調査 について、包括

的にまとめた報告書 を出 した。そ こでは 1950年 代初期の調査 に関 しては次の

ように述べられている。「 1953年 12月 (ME‐ 81残留放射線の影響)計 画の実

施を承認 した。原爆 には曝されていないが原爆爆発時の 10日 以内に市内入つ

た 439人 の リス トが収集 された」。 ところが「他の仕事からの圧力 と調査員

の不足により、 この計画は実際には実施 されなかつた」 と、同計画が とりやめ

になったことを述べている。

5 NHKス ペシャル『原爆初動調査 隠された真実』 (2021年 8月 9日 放送 )

httos://www.nh 00LPM3/cDiSOde/tc/OP

閲覧 )

k.i。ノ。/soecia1/ts/2NY2
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ウンドベ リーは 1945年 9月 下旬か ら上旬 にか けて行われた米軍 に夜 の残留

放射線の調杏 で、台風や洪水 によって洗い流 された可能性 を指摘 し、更 な る調

査の必要性 を訴 えている。

彼 はまず「 マ ンハ ッタン管区か らのアメ リカ人 グループが 1945年 9月 の終

わ りか ら 10月 の初 めにかけて広島・長崎の残留放射線の調査 を行 つた」 こ

と、その計測 の結果、広島は 4.17レ ム長崎 は 12.2レ ムで「爆発後有害な程

度の残存す る放射線 は存在 しない」 と結論づ けた ことを紹介 した。 しか し調査

が行われた前であ る 1945年 9月 16日 、「夜強い風 を伴 う激 しい雨が降 り始

めた。 これは 17日 にはひどい台風 になった。川 は洪水 にな り地下水 は地表 に

上が ってきて、爆心地 を合む広範 囲の地域が水浸 しになった。あらしは 17日

に去 り、 ひ どい損害 と洗い流 された市 を残 して水 はひいた。ついでにい うと、

原耀が破壊 しなか った ものを台風が破壊 した」 と台風のあつた当時広 島にいた

人物の私信 か ら引用 している。 この ことか ら「 9月 の初期の雨 とそれ に続 く台

風 による激 しい雨 とそれに伴 う洪水が放射性降下物 のほとん どを洗 い流 したの

であろ う」 と述べている。

ウッドベ ジーは要約 として、現在入手できる客観的証拠は、原爆投下後 の残

留放射線 は無視で き、従 って深刻 な被害や放射線症や徴候 を引き起 こす ことは

できない ことを示 している。それにもかかわ らず、原爆投下時に少 し、 あるい

は全 く放射線 を浴びていない何人 もの人々が放射線 に起因す るような徴候 と症

状を起 こしている。 1黒 い雨 は極端 に織細 な個人 に放射線 による徴候 や症状 を

引き起 こすの に充分 な放射性物質の堆積 を残 し、 この堆積 は 9月 の雨や台風

によってほ とん ど洗い流 された。 2残 留放射線 は計測 された とお りであ り、徴

候や症状 は衛生状態の悪■2-化 の結果 として原爆投下後 に受 けた病気 によるも

のである、 と述ベト「 この二つの説明の どちらが本当か どうかについては、 こ

れまで行われてきた よ りも詳細 な調査 を要す る問題 なのである」 とさらに調査

を行わな けれ ば明 らかにはな らない ことを述べてい る。

同報告書 には、原爆投下時に爆心地か ら約 5キ ロ離れた場所 にいた女性の

例が紹介 されている。彼女は爆風や熱射 による火傷 は受けてな く怪我 もしてい

なか つた。原爆投下 の翌 日であ る 8月 7日 か ら 14日 にかけて、彼女 は父親 を

市内中探 した。放射性降下物 の雨 にもあた らなかつた。彼女 は喉頭 に傷 を負い
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髪の 3分 の 1を 脱 毛 し、放射線被 ば くに付随 して起 こる徴候や症状があっ

た、 としている。

このような例 は原爆症認定集団訴訟 の争点 にもなっていた残留放射線 による

被爆者 の例 と類似 している。

例 えば 2006年 8月 4日 の広馬地裁で勝訴判決が下 りた原告の一人である大

江賀美子 さんの場合、裁判資料では具体 的な体験が記述 されてお り、救護被爆

者の実態が浮 き彫 りになる。「原爆投下 1分後」の実像 を検証す るためにも

重要な体験であ り、 1950年 代初期の ABCCの 残留放射線調査の結果あが つた

439人 それぞれが どのよ うな体験 を したのか について考 えるためにも、少 し長

いが引用 したい。

原告大江賀美子 (原 告番号 6)ア 被爆状況及 び被

'暴

直後の状況原告大江賀美

子 は(昭 和 4年 4月 6日 生 )は 昭和 20年 8月 6日 の朝、十 日市町の中国軽飛

行機会社 に行 く途 中で三次高等女学校 (以 下「二次高女」 とい う)に 立 ち寄 つ

た ときに、原爆投下の閃光 を見た。その後、同年 8月 19日 、原告原告大江

賀美子 は、4年 生 を中心 に編成 された 20名 を超 える「広島に救援 に行 く決

死隊」 に参加 し、教師の引率で広島に入市 した。当時原告大江賀美子 は、

16歳 で同高女 4年 生であった。原告大江賀美子は、芸備線で広島市 に向か

い、広島駅 か ら徒歩で、20数人の班 に分 かれて、爆心地近 くの猿楽町を通

って、爆心地か ら約 350mの 本川国民学校へ向かつた。広 島市内は、電車 は

焼 け焦げ、電柱 は横倒 しにな り、瓦礫の出で廃墟の ようになっていた。遺体

は骨 となってお り、原告大江賀美子 らは、その骨 を踏みなが ら歩 いて行かぎ

るをえなかつた。応急救護所 に充て られ、多 くの被爆者が収容 された本川国

民学校では、校舎が焼 けて外枠だけが残 り、雨露がや っとしのげる状態であ

ったが、建物内 には顔 にも身体 にも白い薬 を塗 った大勢の被爆者 があふれて

いた。 8月 19日 の夕方か ら 8月 25日 まで、原告大江賀美子 は、同級生 らと

本川国民学校で、医師等 の指示 に従 って体 む間 もな く救
~謹

活動 に従事 し、被

爆者 の焼かれた皮膚の うじ虫を取 つて赤チ ンを塗 った り、食事 の世話 をした

り、亡 くなった被爆者 の衣服を整 えて処理す るな どした。夜 になると毎 日被

爆者 の遺体が校庭 の片隅で焼かれていた。救護活動 を行っている間、電気は
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な く、原告大江賀美子は被爆者 と一緒にむ しろの上に寝泊 りし、食事 は乾パ

ン、電車通 りを寺町側 に渡 ったところの壊れた水道 から出ている水を飲んだ

り、その水で体 を拭いた りした。た くさんある防空壕 には死体が入つていて

使用できなかつた。救護活動の終了後は三次の自宅に戻 った。彼女はこの体

験の前は大病 もすることもな く合同体育大会の 100m走 選手であるほど健康

であったが、 自宅に戻 った直後から、「全身の倦怠感、吐き気、嘔吐、食欲

不振、激 しい下痢、下血、脱毛が始まった。頭痛 と全身の倦怠感が 1年余 り

続き、吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢、下血は半年ほど続いた」。その後、

乳がん、白血球減少、胃がん、肝機能障害、卵巣がんを患ったが、彼女の病

気が原爆に起因す るとして交付され る「原爆症認定」は受けておらず、集団

訴訟 に加わつた。

わずかな例 で も大江賀美子 さんの ような例 を立証す るに充分な調査であ りな

が ら、 こうした調査 は続行 されなか つたのである。その結果、残留放射線 の影

響 については考慮 しない、あるいは放射線 の影響 を極 めて過小評価 した ものが

「科学的な」データとして採用 され、原爆症認定基準 に現在 もあてはめ られて

いる。

この ように、被爆者 の尊厳 を無視 した形で、被爆者 のデータを収集 し続 けた

ABCCの 運営資金 も、米国原子力委員会が提供 していた。原子力委員会生物医

学部は、ABCCの研究予算 を正当化す るために、ABCCは 米国の核兵器開発や

民間・ 軍事 防衛計画作成 にとって、重要な機関であると説明 していた 6。 っま

りABCCは 、核兵器開発 を進める目的のもと、原爆被爆者 を対象 とした研究

していたのであ る。

3 プロジ ェク ト・ サ ンシヤイン

6"Atomic Bomb Casualty Commissionto Continuc Studies of Japanesc Atomic Bomb

Survivors",June18,1950,Record of the Office of Pubhc lnformation Copics of Speechcs
of AEC Officialsり 1947‐ 1974,Entry24,Record Group326,National Archivcs at Collese
Park,College Park,Maryland.
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米原子力委員会 は、公式 には放射性降下物 の危険性 はないかの如 く説明 して

きたが、大規模な原水爆実験 に並行する形で、放射性降下物の人体への影響、

とりわけ内部被 ば くの影響 について極秘 に研究 を進め るようにな つた。

最初 に取 り組んだ研究は、 1949年 か ら開始 した「 プロジェク ト・ガブ ジエ

ル」である。オー ク リンジ米国立研究所 のニ コラス・ ス ミス博士が、核爆発に

よる放射性核種 のなかで もっとも危険な ものは「ス トロンチウム 90」 である

と結論づけた ことか ら、米原子力委員会 は、米空軍か ら委託を受 けた ラン ド研

究所 (Rand COrporatio4)と 契約 し、全世界 100カ所 に、放射性降下物 を付着す

る粘着 テープを備 えた計測器 を設置。ス トロンチ ウムを捕 え、放射性降下物に

よる放射線傷害 に対す る評価や、複数核兵器使用 した場合の長期的影響 につい

て研究 を行 なった。

研究成果 を報告書 としてま とめ られたのは 1953年 夏である。米原子力委員

会 とランド研究所 は、 この報告書 を受 けて、計画 の見直 しを行い、「 ス トロン

チウム 90」 による内部被 ば くについて、 さらに踏み込んだ研究 に着手す る。

極秘計画「プロジエク ト・ サ ンシヤイン」である。 この研究では、「対流圏

7」 にお ける「ス トロンチ ウム 90」 の動 きや、世界各地への拡散状況 を調べ る

とともに、世界中か ら人骨 を入手 して、「 ス トロンチ ウム 90」 の蓄積状況を

調べた り、尿や血液か ら内部被 ば くの状況 を分析 した りした。

プロジェク トで は、世界 中か ら人骨を集 め るために、あらゆる手段 が使 われ

た。米原子力委員会生物 医学部のロパー ト・ ダ ドレーが 1953年 12月 9日

に、 ロチェスター大学のジェームズ・ スコッ ト博士へ送 った書簡 には こう記 さ

れて い る。

私 たちが収集 したいサ ンプルの一つは、死産 か 1歳か 2歳 までの乳児の骨

です。米国では死産 の胎児 の骨 を入手 しやすいことがわか り、外国か らの収

集へ と拡大 しようとしています。日本では ABCCが 妥当な打診相手だ と思え

ます。その地域 か らは、 おそらく、6つ か 8つ の骸骨を入手す ることができ

ると思います。

7大 気圏 は地上か ら 10kmを 対流圏、地上 8Km～ 18Kmを 亜成層圏、地上 10km～ 50kmを

成層圏、中間圏、熱圏、外気圏 と分 けられる。
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文面か ら、同プロジエク トが、死産 の胎児や乳児の骨 の収集を重視 していた

ことや、ABCCを 通 じて 日本人の骨を入手 しようとしていた ことがわかる8。

実際、広島の ABCCは 、米原子力委員会ニューヨー ク作戦本部のジョン・ハ

ーレイ博士 に 44人 の骨を送 り、ニュー ヨー ク作戦本部 は、一部 を除き、 これ

らの骨のス トロンチ ウム合有量 を実際 に分析 しているる
'。

また同 じくニュー ヨーク作戦本部 の科学者 メ リル・ アイゼ ンバ ッド博士 は、

1954年 3月 に来 日し、第五福竜丸 の調査 を行い、乗組員の医学試料 をニュー

ヨークに送付 している。アイゼ ンパ ッドは帰国後、米原子力委員会で被 ば く研

究 を所管す る衛生安全研究所 の所長 に昇進 した。

2 ピキニ水爆実験 とUNSCEAR設立

(1)ピ キエ水爆被災 と放射性物質の影響 と利用 に関す る日米会磁

1954年 3月 1日 に、 ビキニ環礁で行われた過去最大の水爆実験「ブラボー

実験」が実施 された。第五福竜丸を含むマグロ漁船の被 ばくが明らかになる

と、厚生省 は漁惑盛マグロの被ばく調査を開始 し、一分間に 100カ ウン ト計測

すれば破棄する方針 を取 った。 ところが、同年 12月 28日 に「マグロ検査」

の中止が閣議決定 される。その中止の背景には、日本学術会議が主催 した「放

射性物質の利用 と影響に関する日米会議」の存在があったことが、2004年、

筆者の発掘 した機密資料で判明 した。

第五福竜丸事件後、国内で不安や反核の声が高まったことは前述 した通 りで

ある。政府 は、 これを抑 えようと努力 したが、当時、科学者たちの間での意見

の不一致や不統一が露呈 した。 このため政府 は「原爆被害者対策に関す る調査

研究連絡会議」を設立 し、専門家の見解が一致するよう対策を講 じた。 さら

8“ Fallout Data Concction,″ DOE Opcn Net,Accession Number:NV0 7 50699.

いttpS://VWw.osti.ROV/opennct/sertticts/pur1/1638504e.pdf(Acccssed August 28,2024)
9Filc:BOnc Sample Ahalysis by AEC‐ NYOO,Scries 3:ABCC Prograrn Components,1947
‐1973.Scries contains rccords of A】 3C('Study Programs.Includes correspondcncc,

mcmoranda,pF"CCt Ouを lineS,FepOFtS,and otheF mateFialS,AppFOXimately 8 1ineaF feet.

Atonic BoFnb CaSualty Commission,1945-1982,National Academy of Science,
Washington,Do C.
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に、 日本学術会議において、専門家約 80人 か らなる「放射線影響調査特別委

員会」 (委 員長 =都 築正男)を 新設 し、総合的な放射線影響研究の推進 を開始

した。 この委員会の主催 によって 1954年 11月 に開催 されたのが「放射性物

質の影響 と利用に関する日米会議」であつた。

この会議 には、米原子力委員会衛生安全研究所の所長 になったアイゼ ンバ ッ

ド博士を含む米国原子力委員会の代表団 と日本の研究者が出席 した。その会議

の中で、米原子力委員会の科学者たちは「被 ぼ くマグロ」を廃棄する日本の基

準が「厳 しすぎる」 と指摘 した。この議論を受 けて、同年 3月 から続いてい

た「被ば くマグロ」の放射線汚染調査は、突如、打ち切 られる事態 となったの

である。同会議は表向き、放射線の測定や許容量、食品汚染や除染 といつたテ

ーマが話 し合われ、「 ビキニ水爆被災をめぐる外交問題」 とは関係ないかのよ

うに装 っていたが、実際には「ビキニ水爆被災」 に終止符を打つ とい う外交問

題 と直結 した会議であった。

(2)UNSCEARの 発足

米原子力委員会 はこのように、 ビキニ水爆実験 を受 けて高まる被 ば くへの懸

念や反核 の声 を抑 え込むために、被 ば く影響 がなるべ く小 さく見 えるよう様 々

な活動 を展開 した。その一方で「全米科学者連盟 Federation of American

Scientists」 は 1955年 3月 、国連の下で科学委員会 を設置することを提案 して

いた10。 そのような情勢の中、核軍縮を求める科学者が主導するとい うより

も、1955年 に米原子力委員会の強い影響力のもとで UNSCEARが 発足 した

11

アイゼ ンバ ッド回顧録 によれば、具体的な設立経緯 は以下の とお りである。

10樋 口敏広 "『 知の交渉」 と放射線防護体制の多元性 :第 二次 世界大戦後初期 にお ける一般公衆

の被曝基準 の策定過程 ,"『 科学史研究』54(275),2015年 、 178。 (下 記から、全文無料公開 )

http s://www .istattc.is I.雲 o,i,/article/ ihsi/54/275/54_178/ f/― char/ia

その他 UNSCEARに 関連 した学術研究 としては次の

3 Unscare'and Conceal:The United Nations Scicnt

論文 が参考 になる。Nこ stor Herran,と `Chapter

ific Committee on the Effects of Atomic

Radiation and the Origin of lnter■ ■tiOnal Radiation Monitoringl"in Simone Turchetti&Peder

Roberts eds. T力 θ♂E′r7て
'三

IIa″ セタθ′′″Pθ′盟′」i7θfじθO,εデθ″て,t,,どμ′′″す r力 て,て
'ο

′ゴ財2′ コ,ど ぢε/0ュP♂ (Palgrave

Macllillan:New YoFk,2014)や , ToShihiro Higuchi,“ EPistemic fiction:radioactivc fanout,

heaith risk asscssments,and thc Eise■ hover administratio■ 's nucicar‐ rest ban policy, 1954-1958,"

rコどcrココ汀。″♂′′
'″

rο】2,ο F′力θ ИθカーP♂♂|五c Volume 18,( 2018)99-124

n/about― usH https://wvw,u nsccar.orF【 /unSccar/c
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マ ンハ ッタン計画 の科学者 でニュー ヨー ク作戦本部のかつての職員だった コー

ビン・ アラダイス米上下両院原子力委員会事務局長は、 1955年 の初 め、アイ

ゼ ンバ ッドに、環境放射線 に関する情報 を収集 し、評価す る国連 の委員会 を設

立 できないか問い合 わせて きた。アイゼ ンバ ン ドはこの提案に積極的に賛成

し、上下両院原子力委員会 の議長スター ジング・ コール と、その親 しい友人で

もあるルイス・ス トローズ米原子力委員会委員長 に相談 し、計画 を進めた。そ

して翌 1995年 の国連総会で、米国のヘ ンリー・ カボ ツ トCロ ッジ国連大使が

設置 を表明 し、UNSCEAR発 足に至 った とい う12。 uNSCEARは 、米原子力委

員会関係者 の強い働 きかけによって発足 したのである。

その発足 を主導 した一人 は、前述 した当時米原子力委員会委員長だつたルイ

ス・ ス トローズである。ス トローズ は、 2024年 の米国アカデ ミー賞を受賞 し

た映画『オ ッベ ンハ イマー』 の中で、水素

'暴

弾開発に反対するオ ンペンハ イマ

ーを、共産党のスパ イだ とでつち上 げ、陥れ ようとす る悪役 として描かれてい

る。映画では、ス トローズの政治信条 についてあま り触れ られていないが、マ

ッカーシズムが吹 き荒れた当時の米国 に置いて、強力な「反共主義者」 として

知 られてい る。 また コール も、同じく反共思想 の持ち主であつた。

例 えば 1954年 3月 16日 、『読売新聞』が第五福竜丸事件 を報道 し、 ビキ

ニ水爆被災が明 るみに出た時、 コール は「 日本人が漁業以外の目的で実験区域

へ来たことも考 え られない ことはない」 と、あたかも第五福竜丸がスパ イロ的

で実験区域 に来 たかのように述べている。 またスロ トーズは。実際に CIA

に、第五福竜丸乗組員の思想調査を依頼 している。 この調査依頼 を引き受 けた

CIAの フランク・ ウイズナーは調査 の結果 として「その ような事実はない」

と報告 したが 13、 両者 はマ ッカーシズム時代 を象徴す るような人物だつた。

12 Mcrril Eisenbud,И
節どコガ′οコ″θ,rβ′0ゴノ

'''ノ
r′て,っ′′θ′′ο〃vttοコ′β″」PO万とたoれ と力εLデん οr,

Pr,cttσβ′♂働む″′み′(University of Washington PFeSS,1990)118‐ 123.

ユ3 Document No。  1820:Frank Wisncr to Lewis Strauss,29 Apr.1954 in theつ ε♂′♂♂♂′acゴ

DOじ」翔f′,どd,1998(Woodb=idge,CT:A RescaFCh Pこ blication,1998〉
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UNSCEAR発足当時の米国 の核開発 をめ ぐる空気を示す書簡がある。米原子

力委員会生物医学部長だったチ ヤールズ 。ダナムが、ABCCを 管轄す る米科学

アカデ ミーの DoW,ブ ロンク博士 に宛てた手紙 である14。

米原子力委員会 は、研究計画 を中断 しない ことを求める、研究には 2つ の

必要性 (interest)が ある。人体への放射線 の影響 について、可能な限 りあ

らゆ る科学的 な資料 を作 る必要性 と、長崎や広 島から広がる放射線の人体影

響 についての誤解 を招 くような不健全な報告 を最小限にする必要性 である。

それ は、電離放射線 の人体 への影響 について、入手可能なすべての資料 を最

も科学的に構築す る必要性 と、長崎 と広島か ら発信 された放射線 の人体への

影響 に関す る誤解 を招 くような、また、科学的根拠 のない報告 を防止す る必

要性 である。米国は、その ような誤解 を招 くような報道 をしない ことを保証

す る、特 に広島の場合 はそ うだつた。 このような事態が起 これば、世界の科

学界 もアメ リカ とい う国 も敗者 となる。

合衆国が撤退 した ら、共産主義者 によって好 まれ るような、何か悪いもの

で満た されて しま う。 と りわ け広島の場合がそ うであろう。そ うした場合、

世界 の科学共同体 も合衆国 も敗者 となつて しま う。

このように、米国主導で、広島・長崎の被爆者研究を行 うことの理由とし

て、被ば く影響に関す る科学的データの囲い込み と反米感情を抑え込むことを

挙 げていた。UNSCEARに は、 こうした時代背景が色 こく投影 され、誕生 した

のである。

14“ Lctter to D.W. Bro■ k,Subjcct:Status and Futurc Program ofthe Atomic Bomb
Casualty COmmission vere discussed at Advisory Committec for Biology and Mcdicine
Meeting,Author:C.L,Dunham"Dec.20,1955,DOE Open Nct,Accession Number:
NV0 7 12018

sti‐ id三 16109130https:/ WWW.OStl.Fそ OV /ODennet/dctail?o
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3 UNSCEARに お ける「科学的立場」

(1)UNSCEAR氷 僑代表

UNSCEARが 発足す ると、米原子力委 員会 のアイゼ ンバ ッドが就任 したほ

か、米ハーパ ー ド大学のシールズ・ ウオレン教授、アル ゴンヌ国立研究所 のオ

ースティン・ ブルースの 3人 が、米国代表 の委員に就任 した。

シールズ・ ウオレンは海軍の科学者 として、広島 。長崎の初期被 ば く調査 に

携 わ り、その後、米原子力委員会生物医学部長 として、ABCCの 研究方針 につ

いて深 く関わ つて きた人物である。 シールズ・ ウオレンが米原子力委員会生物

医学部長だ った時代 に『原子兵器の効果』が出版 されたが、そ こではケロイ ド

の症状 について次 の ように説明 していた。「 タ ロイ ド形成の度合いは、火傷の

治癒 を厄介 に した二次的な感染や、栄養不良によつて明 らかに影響を受 けた

が、 より重要 なことは、人種的特性 として 日本人 にケロイ ド形成 が起 こ りやす

い という周知 の事実 である。 15」 また、 シールズ・ ウォレンは 1955年 の米原

子力委員会生物医学部諮問委員会の会議 にて、ABCC発 足前 に実施 された東

京・横浜 と広島・長崎のケ ロイ ドの比較研究 を引き合いに出 し、被爆者のケロ

イ ドと変わ りわない として、栄養面・衛生面 。人種 を理 由に、原爆 による影響

を過小評価 した 16。

実際に被爆者 の治療 に携わ つた日本 の病理学者杉原芳雄 によると、玉川忠太

教授 は、逓信病院の勝部玄医師 と協力 して、早 くからケロイ ドの研究 をし、そ

れが原爆放射線 に起 因す ることを力説 していた。 しか しABCCは 反論 してい

た。

これに対 して広 島にあるABCC(原 爆傷害調査委員会)は原爆によってケ

ロイ ドが生 じたのではな く、患者が傷 口を清浄 しなかつたことや、医師の治

ISア メ リカ合衆 国原 子 力委 員会・ 国防省 ・ ロスア ラモ ス科学研究所『 原子兵器 の効果』 (科学新 興

社 ,1951年 )396買 (U.S.Department of DeFensc,Uo S,AtolxliC Energy Commission and Los

Alamos ScientiFic Laboratory,The Effects of Atomic Wcapons,USGPO,1950.の 翻 訳 )

16とTranscript of Mceting of the ACBM held on Saturday,May 7,1955ゆ Filei 51St ACBM MTG,

May 7,1955,Entry 326 7 3B Box49,Record of Ato■五c Encrgy Comalission,Record Group 326.

NatiOnal Archivcs at Conegc Park,Collcge Park,Matyland.
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療法が悪か つたために一時的 に肉芽が盛 り上がってケコイド状になつたまで

だ と主張 し、その責めを患者 と医師に負わせ るので した。

私 どもは原爆以前にも、岡山市の空製で多数の火傷者を治療 しました。

人手不足や薬品資材 の欠乏に加え真夏の暑い ときだつたので、患者の多 くは

被爆者 と全 く同様 にひどく化膿 し、毎 日、岨虫の除去に閉口した者です。だ

がそのような不潔な傷日か らケロイ ドは一例 も発生 しませんで した。

(中 略)

私たちが このような議論 をしていた頃、すでに大部分 のケロイ ドは盛 り上

がった肉が縮小 し平滑になっていました。 この点も普通 の火傷療 痕 (=き

ず あ と)ケ ロイ ドと違 って い ます。普通 の もの は十 年 か ら二十 年 ・

長 い もの は一生 続 くので あ つて、 原爆 ケ ロイ ドの よ うに一 時 的 な も

の は比較 的少 な い のです 。

原 爆 ケ ロイ ドの よ うに、 一 時 的 に多発 し、 比較 的短 時 日で終 わ る

とい う特 異 な疾 患 が、原 爆 と無 関係 だ と主 張 す る ABCCの 態度 は、

今 に して 思 えば、原爆 の遅 発性 障害 を、世 界 の人 の 目か ら隠 そ うと

した政治 的 努力 の最初 の 表 れ だ ったの です 17。

シールズ・ ウオレンのケ ロイ ドを入種的特性 とす る説明は、原爆開発責任者

であ るレス リー・グロープズが、 日本では食料や医療 が不足 し、組織的な対処

ができなかったか ら被害が拡大 した と説明 していたの と共通 している。 このよ

うな人物が、米原子力委員会生物医学部の初代部長 とな り、米国放射線防
~護

審

議会 (NCRP)お よび国際放射線防護委員会 (ICRP)委 員、そ して

UNSCEARの アメ リカ代表 として、放射線の人体 に対す る影響研究 に強力な影

響力 をもっていたのである。

一方、 これまで何度か触れた米代表 のアイゼ ンバ ッ ドは、プロジェク ト・サ

ンシヤインのために ABCCを 通 じて人骨 を入手す る一方で、広島 。長崎の被

繰者研究 については、UNSCEARの 範疇外であると明言 していた。 1956年 10

月、UNSCEARの 第 1回会合 がニュー ヨー ク国連本部で開催 された。その約 2

貫7杉原方夫「病理学者の怒 り」所収、山代 巴編『 この世界の片隅で』 (岩 波書店、 1965年 )90-92

買。
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力月前の 8月 3日 、ABCCの 小児科医のロパー ト・ ミラーは、アイゼンバ ツ

ド宛 に以下のような書簡を送 っていた18,

親愛 なるアイゼ ンバ ンド氏 :

F.オ ウィング博士 は UNSCEARへ の抜 き用Jり の配布 についてあなたに意

見 を闘 くため連絡 するよう勧めて くだ さいま した。私たちには、『 放射線研

究』 1956年 5月 号 に掲載 された、 ロパー ト・ ウイル ソンの論文「広島・長

崎 の核放射線」 の 200部 の抜 き刷 りが手元 にあ ります。その 1部 を同封 し

ます。また『小児科』 1956年 7月 号 に掲載 された私の論文「広 島原爆 によ

る若者の被爆の 10年以内に発生 した晩発的影響」の抜 き刷 りをもうす ぐ受

け取 ることになっています。国連 を通 じて これ らの論文のいずれかの抜 き刷

りの配布 を希望 され ますか ?

敬具

ロバー ト・ W.ミ ラー

i3Letter from Robert Miller,ABCC to Mer五 l Eiscnbud,NYOO on August 3,1955,File:Bone

Sample Analysis by AEC‐ NYOO,File:Bone Samplc Analysis by AEC― NY0 0,Seics 3:ABCC

Program Components,ユ 947‐ 1973.Serics containS Tecords of▲ BCC St」dy Programs.Inciudes

corresPondence,memorandと ,proieCt Outlines,reports,a aqand other materiais.Approxinately 81

incar fect.▲ tomic Bonb Casualty COmmission,1'45‐ 1982,National Academy oF Science,

Washington,Do C.
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原爆被爆者 に関す る晩発的な影響に関する論文や、若者への健康影響に関す

る論文を、UNSCEAR総会で配布することを求めた ミラーヘの書簡に対 して、

アイゼ ンパ ッドは以下のような返事を出 した19。

親愛 な る ミラー博士

ロバー ト・ ウイル ソンの論文やあなたの 1956年 7月 の論文が UNSCEAR

に適切か どうか について尋ね られた 8月 3日 の手紙 を受 け取 りま した。 こ

の委員会 は兵器 による放射性物質 のグローバル・ フオールアウ トや産業被 ば

くで起 こるタイプの低線量放射線 の問題 に関心があ ります。 したがつて、あ

なたの提出 された報告書 は現在 の時点では、委員会 の関心 の範疇 を超 えてい

ます。

ご関心 を寄せていただいた ことに感謝 します し、準備 ができま した らあな

たの報告書 を個人的にいただ きたいと思います。          敬具

メ リル・ アイゼ ンパ ッド所長

アイゼ ンバ ッドに よれば、UNSCEARの 関心領域 は、低線量被 ばく問題が中

心であ り、「広島・長崎の被爆者研究は範疇ではない」 というのだ。米原子力

委員会は人骨 を入手す るなど、米原子力委員会の研究 にとって都合の良い時に

は ABCCを 利用す る一方、広島や長崎で実際に起 きている健康影響や乳幼

児、若者に対する晩発的な影響な ど、米国の核戦略に不都合な研究成果 は、国

際的な会議で配布することを阻止 した。そこに、アイゼ ンバ ンドら米代表の政

治的意図 と UNSCEARの 政治性が見て取れる。

(2)軽視 された広 島・ 長備の フォールアウ ト (放射性 降下物 )

アイゼ ンパ ッドが「広島 。長崎 の被爆者研究 は範 l時 ではない」 とみな したの

にはどのよ うな背景があるのだ ろ うか。そこには、 ビキニ環礁な どの核実験 と

は異な り、広 島・長崎 にお けるフォールアウ ト (放射性降下物)は軽視 できる

とい う言説が、当初 か ら米国内に浸透 していた ことが考 えられ る。 1948年 末

1'Lctter from Mcrril Eisenbud,NYOO to Rebert Mincr,ABCC,ibid
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に、元マンハ ッタン計画医学部門責任者のスタツフオー ド・ウオレンは次のよ

うに説明 している20。

日本の二つの都市で起 こったような、上空での原爆の爆発 は、爆風 によつて

破壊 し、爆風やガンマ線・ 中性子線の放射 によって殺傷する。危険な核分裂

物質 は亜成層圏にまで上昇 し、そこに吹 く風 によって薄められ消散 させられ

る。都市は危険な物質に汚染 されるわけではな く、す ぐに再居住 してもさし

つかえない。

マ ンハ ンタン計画副責任者 の トーマス 。フアーレルは 1945年 9月 6日 肖

東京 の帝国ホテルで連合国の海外特派員向けに「広島・長崎では、死 ぬべき

者 は死んで しまい、 9月 上旬現在 において、原爆放射能のために苦 しんでい

る者 (原爆症患者 )は 一人 もお らず、従 って原爆放射能の後遺障害な どあ り

得 ない」 とす る声明を出 した。 フアー レル は、総勢 H人 の科学者 を引き連

れて広島入 りし、再 び帰京す ると 9月 12日 に再び記者会見 を開いた。その

席上、原子爆弾が空 中高い位置で爆発 したため、「広島の廃墟 に放射線 はな

い」 と再 び、放射能 の影響 を強 く否定 した 21。 原子爆弾が上空高 くで爆発 し

た場合、放射性物質がゆっ くりと地上 に落 ちて くる過程で、放射能 は薄 く広

く広 が り無害化す るとい うのである。

この声明 を出すに当たって フアーレルに助言 した人物 こそが、スタツフオー

ド・ ウォレンであつた。

米原子力委員会 はこの見解 を維持 し続 け、 ビキニ水爆被災 による「死 の灰」

が明 るみになつた約 1年後 の 1955年 2月 15日 にも、次のような声明を出し

てい る。

20Л
/θど」i♂♂′買コどとipFrFPケ ′

'♂
P′Jο′ο

『
r,P′′/[Eastman Kodak Company Rochester,N.Y.vol

24 no。 21948]
21′Vθ ″ rο rた rfれθd,september 13,1945.
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「高威力核爆発の影響」 1955年 2月 15日

空中爆発に よる降灰

爆弾が空中で爆発 して、火箔体 が地表 に接触 しない場合 には、爆弾内で発

生 した放射能 は爆弾の外被 自体 か ら生 じた固形粒子及 びたまたま空中にあつ

た塵 だけに凝集す る。地表か ら吸い上 げられる物質がない場合 には、 これ ら

のものは爆弾 か ら発生する水蒸気お よび空中の塵 に凝集 して最 も小 さな粒子

だけを形成 す る。 これ らの微小な物体 は、数 日間、あ るいは数 力月にわたつ

て、 きわめて広範な地域一―おそ らく全世界に及ぶであろう。

しか し、 これ らの物体 はきわめて緩慢 に落下す るのであって、その結果、

地表 に到達 す るまで にはその大部分の ものが大気中に消散 して無害なもの と

な り、残存 す る汚染 は広 く分散 され る。

しか し、爆発が地表 もしくは地表近 くです暴発 し、火 J烙 体が地表 に接触 した

場合 には、大量 の物質が爆弾雲 のなかに吸い込まれ るであろう。

このように してできた粒子の多 くの ものは、重いために、まだ強烈な放射

能を もってい るうちに急速 に降下す る。その結果、比較 的局限された地域が

放射能 によってきわめて強 く汚染 され、 これ よ りもは るかに広い地域で も、

ある程度の危険が生 じることにな る。 これ ら大型の重 い粒子 は緩慢 に広範 な

地域 にわた って浮動するのではな く、急速 に降下す るために、大気の うちで

消散 して無害 になる時間 もな く、 また風 によって分散 され る時間 もない。

広島・長崎 の場合 の放射性降下物 を軽視す る姿勢 は現在 も続いている。原爆

症認定などに使用 されてい る被爆者 が浴 びた被 ば く線量 を測 る手段 として主 に

DS86(現 在 DS02に 改訂)が使用 されてい る。放射線被爆者医療国際協力推進

協議会編『原爆放射線の人体影響 1992(要 約版 )』 によると、被 ば く線量 (T65

と DS86)と は次のように説明 されている。

被爆者個 々人の浴びた放射線量 をできるだけ正確 に推定す るシステム とし

て長年 T65Dが 用い られてきたが、現在使用 されてい るのは DS86で ある。

T65D線量推定方式は、長崎型原爆 を用いて米国ネブアダ州で行われた実験

デエタに基 づき、 1965年 に爆心か らの距離や遮蔽物 の透過率 な どをパ ラメ
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―ターとして計算する公式 としてつ くられた。一方、 1986年 につ くられた

DS86は 、 より詳細 に計算するために放射線が各臓器 に到達す るまでの諸過

程 を、物理的素過程 に基づいて計算 コー ドに組み立てたものである。

つま り、 もともとは核実験か ら得 られたデータを元 に被ばく線量が決められ

てお り、DS86に 至っても、外部から内臓まで到達することによって起 こる外

部被 ぼ くのみが計算 され、放射性物質を内部 に取 り込むことによって起 こる内

部被 ば くは計算されていない。さらに DS86翻訳事業会『原爆線量再評価広島

お よび長崎における原子爆弾放射線量の日米合同評価第一巻』(1989年 )1こ よ

ると「測定の正確性に影響す る多 くの要素は、原爆投下後 40年 たつても良 く

知 られておらず、 したがつて被爆線量測定は、おおまかな近似 にならぎるを得

ない。一般的に、被爆率の測定 は風雨の影孵がある以前に速やかに測定 されな

かった し、その後の風雨の影響を明 らかにした り、放射能の時間分布 を与 える

のに十分なほどくりかえされなかつたJと 述べ られているように、DS86に お

いては、残留放射線の影響 は明 らかではないことが説明されている。

したがって残留放射線の影響について DS86を 当てはめるのは、本来科学的

なあ り方ではないはずであるが、国側は DS86や DS02等 を唯一の科学的集大

成 として依拠 してきた。初期放射線についての集大成 ともいえる DS86で の基

準では、原爆投下時に広島に所在 していなかつた人々にまで、放射線 による急

性症状、また現在放射線に起因することが考 えられるあらゆる症状を説明する

ことができない。

さらに現在 も、1945年 9月 半ばの台風後に計測 されたマンハ ツタン管区調

査団残留放射線調査の値がそのまま通用 しているのであるが、ABCC内 部の科

学者であるウンドベ リーが当時その可能性を指摘 していたように、原爆症認定

訴訟 の原告側証人である矢 ケ崎克馬琉球大学教授 も「 このような状況では、放

射性降下物の埃、放射性降下物の含まれている水たま り、放射性降下物の積も

っている地表、草木の葉、などは、暴風雨洪水 により跡形 もな く洗い流 されて

いると判断す るのが常識的です」 と意見書で DS86の 問題性を指摘 している。

また原爆投下当時に広島・長崎にいた人々も、 とりわけ 9月 の台風によって

残留放射線が洗い流 されるまで、継続的に放射線の影響を受けていたことが考
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え られ る。また 1950年 以降の残留放射線調査で示唆 され るように、その後 も

影響があつた可能性があるのである。

1950年 代当時、 もし体系的な調査が着手 されていた ら、 また被害者救済 を

目的 とした日本政府 による調査が行 われていた とした ら、残留放射線 の影響 に

関す る情報 が埋 もれて しま うことはなかつたであろう。

しか し、広 島 。長崎の原爆 とは、市内に救済 に来た人々まで影響 をお よぼ

す、計 り知れない兵器 であることが、被爆者 の証言 によってようや く現在明 ら

かにな りつつある。また空中高 く爆発 した広 島・長崎で きえも、残留放射線の

影響が深刻 であるとしたら、地上近 く爆発 した場合や さらに大規模な核兵器、

さらには被 ぼ く地域 に住む人々にもた らす放射線の影響 は、 よ り深刻なことが

予測 され る。

残留放射線 の影響がなかつた ことについては、いまだに科学的証明がなされ

ていない し、歴史的にた どると調査 も充分 には行われて こなかつた。その一方

で被爆者 の具体的証言 に見 られ るように、 1950年 代に注 目されていた調査で

あ る、原爆投下時に市内にいなかつたにもかかわらず、典型的な放射線 による

急性症状を起 こしてい る人々がた くさんいるのである。残留放射線 による調査

が充分行われないまま、それが消 された「核 の空間」がで きあがつているとい

えよ う。その結果、核兵器 とは「瞬間」だけでな く、国際法の禁 じているあと

あ とまで「人々に苦 しみを与 え続 ける兵器」であるとい う認識、そ して「毒ガ

ス」以上の兵器であるとい うイメージが薄まる結果 となっている22。

実際現在 も厚生労働省 は「残留放射線」 について次の ように説明 している。

また、初期放射線の他 に、「残留放射線」 もあ りま したが、原爆投下時か

ら放物線状 に急速 に減少 し、短期 間でほとん どな くな りました。長崎では爆

心地 か ら 100m地点での初期放射線量は約 300グ レイで したが、原爆投下

24時間後 には 0。 01グ レイ (3万分 の 1)ま で減少 した とされています。 こ

22高橋博子「特集核 の空間 :原爆投下 1分後一一消 された残留放射線の影響――」『 アメ

リカ研究』 (

httpsi//www.
2008年 42巻 P.

IstaRc.Ist`宮 0・ ]p/

1-19)

_/42/0/42 1/ pdf/
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これ らの放射繰量は、戦後 60年 間にわたる専門家違の研究 によつて得

られた唯―の成果である「 D S 86J及 び「 D S02」 に基づいています。残

留放 射燥 についても科学者 が被爆地の上や建築資材などを採取 して調査 し

てきたデータに基づいているのです。科学的検証に基づいた最 も信頼でき

るデータによっているのであ り、原爆の威力を過小評価 しているとい うこと

ではあ りません。原爆による死者 は広島では約 14万人、長崎では約 7万人

とも言われてお り、原爆の殺傷力、破壊力が甚大であることは間違いない事

実です。また、最新の核兵器の威力は、64年 前に世界初で開発 された広

島・長崎型の何万倍 にもな り、広島 `長 崎に投下された原爆の何百万倍 もの

放射線 を放出する恐 るべき兵器であ り、このような核兵器を世界中か ら廃絶

すべ きであることには変わ りがないのです。」 (厚 生労働省サイ トよ り

httpsi//www`mhlw 宜0.1 D/bunVa/ken kOu/Ecnbaku09/15ethtall

の残留放射線があつたことを考慮 して、原爆投下時 には市内にいなかつた入

市者 にも、幅広 く被爆者健康手帳が交付 されています。

この ように DS02な どを用 いて残留放射線 まで も説明す る日本政府 だが、そ

もそ もこの線量推定 の元 とな った研究機関であ る ABCCを 引き継 ぐ放射線影

響研 究所 はどのような見解 を持 っているのだろ うか。

2022年 10月 12日 、NBC長 崎放送 は「続 いていた米軍の長崎原爆残留放射

線調査被爆体験者 の救済 につ なが るか」 とい う特集放送で、ABCCで隠 し持 っ

てきた広 島・長崎の残留放射線研究 についての史料についてのコメ ン トの際、

放射線影響研究所 は次のよ うな見解 を示 した。

【開示資料に対する放影研の見解】

当研修所 における広島、長崎の放射線量推定 は 1986年 の DS86線量推定方

式によって初めて緻密に規定 されました。 しか し、残留放射線に関 しては把

握で きないことが多 く、放影研はこれについてはつきりとした線量推定の基

準 を持ち合わせてお りません。
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つま り、放射線影響研究所すら残留放射線の線量推定の基準がない、 と言つ

ているのに、日本政府 は DS86、 DS02を 唯―の成果、 として残留放射線の説

明 している。日本政府 はそもそも残留放射線や内部被ば くを測れないものさし

で、原爆・核実験 。原発による犠牲者 を切 り捨ててきた。 日本政府は、被ばく

者切 り捨て政策をやめ、過去にさかのぼって賠償するべきである。

(3)国 際機関 にお ける被 ぼ く研究の一元化

UNSCEARは 1958年 、米核実験 の一環 として実施 された「 プロジェク ト・

サ ンシャイン」の結果 をはじめ、子 どもへの内部被ば くの影響 も合めた報告書

をま とめた23。 それ によると、「 (死産 の場合 を除外 した)5歳 以下の子 ども

たちの骨か ら計測 された「 ス トロンチ ウム 90」 の平均値 は、 カナダで 1.5SU24

(1956年 ～ 1957年 )、 英国で 1.15SU(1957年 )、 米国で 0。 667 SU(1956

年～ 1957年 )、 ソ連 で 2.3SU(1957年 後半)で あつた。臨月の胎児 にも、 5

歳以下の子 どもたち と同様 に「ス トロンチウム 90」 の合有量が確認 されてい

る。 この ことは、死産 の子 どもの平均値 が 0.55SU(42例 )と のイギ リスの結

果 によって も示 されている。妊娠後期 の「ス トロンチウム 90」 の濃縮 は、母

親 の血液 に直接関係 してお り、食組 の汚染が増 えるにしたがつて、 この濃縮は

増 えるであろう。」 と記載 されていた。「ス トロンチウム 90」 な どにより、 5

歳以下の子 どもや、母親の血液 を通 じて胎児が内部被ば くしてい ることが判明

したのであ る。核実験 当局者たちは、「 プロジェク ト・サ ンシヤイン」 におい

て、 とりわ け子 どものデータを得 ようとしていた ように、成長 の早い子 どもた

ちや胎児の間で、放射性降下物 による内部被 ば くの影響が強 く現われ ることを

認識 し、それを前提 として調査 していたのであ る。UNSCEARに おいて、 もし

広 島・長崎の子 どもたちへの影響を指摘 す る論文が国際的にも共有 されていれ

ば、低線量被ば く 。内部被 ば く。残留放射線 の影響について重視す る議論が高

23Rcport of the Unitcd Nations Scientific CoHl:nittec on the Effects of Atonic Radiation,

Gcncral Assembly Official Rccords:Thirtcenth Session Supplement No.17 (A/3838

(NewYork,1958,p■ 2
241suは lpCi/g
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まっていた可能性がある。 しか し、 これらの調査結果は、国際的に広 く共有 さ

れなかった。

UNSCEARが 1958年 の報告書を出 し、ICRPが 勧告を出 した後、スウエー

デンの放射線防護研究者で、ICRPの 議長をしていたロルフ・シーベル トが私

的に招集 した形で、スイスにおいて国際会議を主催 した。ICRP、

UNSCEAR、 国際原子力機関 (IAEA)、 国際放射線単位委員会 (ICRU)、 国

際放射線会議 (ICRP)、 ユネスコ (UNESCO)、 世界保健機関 (WHO)、

国際労働機関 (ILO)、 食糧農業機関 (FAO)、 国際科学会議 (ICSU)、 国

際標準化機構 (ISO)な どの国際機関が一堂 に会 し、放射線被ば く研究が、核

開発の推進 にマイナスとならないよう一元化す るよう方向づけられた25。

その後の 1959年 5月 8日 には、IAEAと WHOの 間に「IAEA‐WHO協 定」

が結ばれ、「世界保健機関は、 とくに国際原子力機関が全世界の原子力平和利

用の研究開発 と実用化 を促進、支援お よび調整す る一義的責任を負 う」 ことが

定め られた。本来、WHOは 健康被害の実態解明調査 を担 う国連機関であるべ

きだが、IAEAと 歩調 を合わせ、 とりわけ原子力発電推進のために、被 ば く影

響を重視 した調査を抑 え込む体制が敷かれていつたのである26。

中川保雄 によると、 さらに米国では、アイゼ ンハワー大統領は放射性降下物

に対する世論の批判を意識 して、放射線安全問題 の所管を公衆衛生局に移そう

としたが、米原子力委員会 と原子力産業の反対にあって、その代わ りに連邦放

射線審議会 (FRC)を 1959年 8月 に発足させた。中川はその目的 として「核

実験 によるフォールアウトに対する国民の不安を解消するために、政府が新 し

い手 を打 ったこと示 しながら、わずかな放射線被 ばくは問題にしないで国民は

受 け入れ よ、 と宣伝することであつた」 と述べている。

実際、連邦放射線審議会 (FRC)の 1962年 の報告書では「結論Jと して次

のように述べ られている。

25中 川保雄『 (増補〉放射線被曝の歴史』 (明 石書店,2011年 )89-90頁 。
26「資料国際原子力機関 と世界保健機関 との間の合意書 (1959年 5月 5日 、第 12回 世界

保健総会 にて批准 WHA12‐ 40)」 所収、 ミシェル・ フェルネクス、 フランジエ・ フエルネ

クス、 ロザ リー・バーテル (竹 内雅文訳)『終わ りのない惨劇 :チ エルノブイリの教訓か

ら』(緑風出版、2012年 )206‐ 211頁。
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W結
論

核実験 による放射性降下物によって、 どのような健康被害が引き起 こ

されるのか、確実な ことは言えない。白血病やがんなどの他の影響は、

より推測的であ り、 まった く起 こらないかもしれない。 これ らの生物学

的悪影響は、核実験 とはまった く関係な く発生するものであ り、核実験

によって追加的に発生する可能性のある症例 は、その数 に比べればごく

わずかである。私たちは、 1961年 までの核実験によって、健康への悪影

響の通常の リスクが少 し増加 したと結論づける。

“放射性降下物 の影響 は事態 は認めるが、 ごくわずか“、 とい う宣伝 を行 った

ので ある。同報告書 は核実験 による放射性降下物 (Radioactive Fallout From

Nuclcar Weapons Testing)に ついて説明 している米環境省 のホームページ27

に現在 も掲載 されてい る。

4日 本政府の立場

(1)ピ キニ水爆実験 と日本政府の行動

それでは UNSCEAR発 足のきっかけとなったビキニ水爆被災をめ ぐって、

日本政府 はどのような行動を取 つたのであろうか。

日本政府は 1955年 1月 4日 、米国から対外工作本部の資金 200万 ドルを受

領す ることによって、漁獲マグロなどの調査 を打ち切 り、ビキニ水爆被災問題

を経済問題 として「完全決着」させた。その一方で日米両政府は、核の平和利

用である原子力発電推進のために協力関係 を築いて行つた。 日本政府 としても

放射性降下物の影響に対する不安を払拭 し、「核 の平和利用」を進めること

で、核への反発を抑 え込む政策に大きく能を切 ったのである。

27 EPA:TRadicactttve Fセ 11lout From Nuclcar Wea,ons Testingけ

https:/ /www,cpa,Rov/radtown/ radioactive‐ fal19ut ―nuclcar‐ wea9ons‐

teStin手【?fb clid=IwZXhObttNhZWOCMTEAAROr2RL dbK61 ‐
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当時、駐米 日本大使館科学担当書記官であった向坊隆は、日本政府が日米原

子力協定を締結するために尽力 した。また向坊は、マグロの対米輸出を再開す

るために、米原子力委員会に基準の緩和 を求めた。 しか し米原子力委員会側

は、輸入基準 はアメ リカ食品医薬品局 (FDAI Food and Drug

Administration)の 管轄だから緩和できないと拒否 した。ソナ缶用マグロの対

米輸出に向けて奔走 した向坊隆は、 1968年 、広島 。長崎の健康影響に関する

「専門家」 として国連に「専門的知識」 を提供 していた。それがどのような

「専門的知識」だつたのか。長年、被燥医療に携わ り、 自身 も被爆者である肥

田舜太郎医師の証言が残っている。

肥田が 1975年 、被爆者救済 を訴えるために国連 を訪れた ところ、国連に

はすでに、『広島 。長崎の原ケ暴の医学的影響について』 と題する日米共同の報

告書が提出されていて、被爆者救済には対応できないとの回答を受けた。報告

書には、1968年 の時点で、「原爆の影響 と思われる病人はもう一人 もいな

い。死ぬべき者は全部死んだ。従 って広島 。長崎の被爆者に関する医学問題

は卜現代 日本 には全 く存在 しない」 と書かれていたという28。

実際、1968年 に出された国連 の『核兵器白書』 (鹿 島平和研究所訳、向坊

隆監修)で は、広島・長崎の原爆 については、次のように説明する。

23肥 田舜太郎 。大久保賢一『肥田舜太郎が語 る 今 どうしても伝 えたいこ

と』(日 本評論社、2013年 )
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広島での死者の うち、約 4万 5000人 は

'暴

発の行われた日の うち死亡

た。その後四ケ月間に約二万人が創傷、火傷お よび放射線の効果 により

死亡 した。救助作業の従事中に受けた誘導放射能の結果、死亡 したもの

もあるとみられるが、その数については資料がない。広島での医療機関

は大部分が被爆地内にあ り、 したがつて治療方法は標準 よりはるかに低

いものであつた。困難 は薬品、器材 の不足、医師の手不足ではなはだし

く高められた。爆発の直接効果をまぬかれて生 き残った人々にとって、

即時に必要であった医療に次いで、最 も困難になったのは、給水、住居

及び食料の問題であった。電力網は最初 は送配電線の損害、次いで取 り

付 けてあつた構造物の破壊 によるスイッチや変圧器の損傷のため、ひど

く損害を受けた。即死 しなかった人々に対 して、 これらの困難 は、彼 ら

の受けた惨害の深い心理的効果 と重複 して大きな影響を残 した。爆発

後、二〇年を経て もなお、放射線障害への過敏性が人々の間に残ってお

り、その結果原子力発電所の設置について、住民の同意を得 るのに支障

をきた している (6-7)。

また、「広 島 。長崎 の爆発はいずれ もかな り上空であった ことか ら、両市に

いち じるしい局地的 フォールア ウ トはなかつた ことである」、 と説明 してい

る。
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放射線被ぼ くによる影響を過小評価 し、その後のインフラの消失によって

被害が拡大 した とし、心理的影響を重視するこの説明は、マンハ ツタン計画の

責任者であるグロープズ少将の説明を紡彿 とさせる。彼 は 1946年 5月 24

日、陸軍省防護建築委員会前で次のように発言 した。

日本では防空壕 にいた人々は全 く安全であつた。彼 らは全 くけが しなかつ

た。

人々が放射能によって死亡 した り大 けがをするのは偶然であつた。比較的

少数がそのようにして負傷 した と思われる。おそらく約 20万 人の全死傷者

のうち、多分 5パ ーセントがそ うであつたろう。それが何人であつたかはわ

からない。探 し出す術がないのである。

もちろんあの影響 は、3つ の理 由から、合衆国で起 こりうるよりも被害が

拡大 された。第 1に 、日本人は適度な量の食料が不足 していたため身体的に

衰弱 していた。第 2に 、彼 らは本当の医療を受けていなかったし、医療活動

はすべて無 くなっていたといえる。第 3に 、彼 らは大惨事の際に組織的に対

処する能力 を持 っていないのである。

『核兵器 白書』 に反映 されている日米両政府の核兵器観 では、直接被ば くを

重視す る一方 で、その後の被害の拡大 はインフラが整備 されなかった こと、心

理的な影響が大 きい ことを要因 とし、それが、「放射線障害への過敏性」 とな

って原発への理解 が困難 になった としているのである。 このような観点は、被

爆 した人々を助 けることよりも、都市機能のインフラを整 えることを「復興」

とす る、人 な き復興神話 といえよう。米政府・軍 は広島・長崎の廃墟 の光景 を

戦後積極的 に見せて きたが、被爆 し、その後 も苦 しむ人々の存在 を隠 してき

た。

このように日本政府 は、広島・長崎の被 ば く問題や、 ビキニ水爆実験の被 ば

く問題 を訴 え る立場 にあ りながら、被 ば く者救済 よ りも、米国の核兵器開発戦

略 に寄 った行動 を とつてきた。
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(2)放射線 医学総合研究所 と UNSCEAR

なお、報告書が国連 に提出 され る前年の 1957年 、 日本政府 は、科学技術庁

の附属機関 として「放射線医学総合研究所 (以 下、「放医研」 と呼ぶ)」 を設

立 してい る。同研究所 は、 日本学術会議 に放射線影響調査特別委員会 の勧告を

受 けた ものだ。そ して、 日本学術会議 に対 し、放射線医学総合研究所 の設置を

諮問 したのは、原力委員会 の初代委員長・正力松太郎だった。

正力 は原発 を日本 に持 ち込み、強力 に推進 した人物 として、多 くの論評が残

ってい る。例 えば、「週刊 ダイヤモ ンド」 1956年 4月 21日 号に掲載 された

インタ ビューで こう語 っている。 29

僕 は、原子力が平和産業 に重大 な役割 を果たす ものだ と知 った とき、 まず

感 じた ことは、 日本人の原子力 に対する考 えを、何 とか して改めねば とい

うことで した。広島、長崎のピカ ドンの思い出におびえ、 ビキエの水爆実

験 の被害 におのの く日本人の気持ちが、 もっと原子力を理解す る方 向へ向

くよ うにしなければいけない と思 いま した。それで大臣就任の機会 に、大

いに原子力 の平和的利用面 を宣伝 しようと決心 したわけなんです。

正力 は、 日本社会 における、核兵器や核実験へ対す る不安を払拭 と、核 の平

和利用 の推進 は車の両輪であった ことを、臆す ることな く明言 してい る。 ビキ

ニ水爆実験後 に、正力が日本学術会議 に諮問 して、放医研 を設立 したの も、 こ

うした背景があつての ことであつた。すなわち、太平洋における原水爆実験ヘ

対す る国際的な不安を封 じ込 める目的で設置 された とい う意味において、

UNSCEARも 放医研 も、設立 目的は共通 していた。「放射線医学総合研究所」

50年史第 4章「国際機関」 にも、放医研が、「放射線 と人体 の関係 に焦点を

絞 った研究 を行 う世界的にもユニークな研究所」 であると説明 した上 で、「設

立初期 よ りUNSCEARに 協力 し、 また IAEAの 各種会合にも専門家 を派遣す

るな どして、国際機関にも協力 してきた」 と強調 されている30。 日本 の放 医研

29ダ ィャモ ン ド編集部 深澤 献 :ダ イヤモ ン ド編集部論説委員「日本 に原発 を持 ち込ん

だ正力松太郎「原子力恐怖の世論を一掃する !」 『 Diamond Online』 、2021.8.18

【t dianland` ari CI 279599
30 医学総合研究所 50 」

oublication/foundatihttps:/ Wヽ ′ヽ.nirS,Qst.宜 0.】
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が、UNSCEARの 一翼 を担 ってきた ことは、同記念史の「UNSCEAR」 の記述

か らもよくわかる。

日本政府 は、福島第一原子食発電所事故後、放射線被 ば くに関す る晩発な

健康影響、 とりわ け小児甲状腺がんについては、国内で統一 した報告書や見解

は持たず、UNSCEARの報告書 に全面的 に依拠 してきた。 しか し、UNSCEAR

に情報提供 を行な ってきたのは日本 の各機関であ り、その取 りま とめは、放医

研 が担 ってきたのである。

国際連合原子放射線の影響に関す る科学委員会 (UNSCEAR)は 、 1955

年 に設立 され、 日本 は当初 より委員国 となった。初代の日本代表 は都築正男

東大名誉教授であったが、当時発足 したばか りの放医研 の塚本憲甫所長が

1960年 よ りUNSCEAR日 本代表 を後継 し、それ以降、放 医研 の歴代所長が

UN― SCEAR日 本代表 に就任す ることが慣例化 した。 これに伴 い、

UNSCEARに 提 出す る資料 のとりま とめや報告書 ドラフ トヘの見解の取 りま

とめ等が、所外委員の協力を得て放 医研 内の委員会の事業 として行われ るの

が慣例 となつた。 この体制 はしば らく続 いたが、 しだいに放 医研の比重が大

き くなってきた。

また UNSCEAR報 告書の分量が大 き くなるにつれて、事業 としての負担

が増加 し、一方、放医研 の内外での UNSCEARに 協力す ることの認識 の違

いな ど問題点 も出て きた。そこで 2001年 の放医研独法化 を機会 に、関係省

庁 と UNSCEAR国 内対応体制の見直 しが行われ、意見の取 りまとめに関 し

ては、放 医研が原子力安全委員会 よ り、国内の放射線影響研究の専門家 によ

る委員会 (国 連科学委員会国内対応委員会 )の 運営 を委託 される形 になつ

た。 こうして 2002年 よ り国内対応委員会 (及 び同準備会 )と して、公式の

裏付 けのある体制が整 った。すなわち放医研が事務局 として、 日本全国の

100名 余 りの コレスポ ンデ イングメ ンバーの協力 を得つつ、UNSCEARに 提

出す る資料の と りま とめ、報告書 ドラフ トヘの見解 の取 りま とめを行い、

UNSCEARに 学術的な貢献 をし、大 きな存在感を示す ようになった。
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で は UNSCEARと 繋 が りの深 い人物 たち は、 これ まで、 どの よ うな振 る舞

い を して きたので あろ うか。 た とえば、「 UNSCEAR2020/2021報 告書 」 を取

りま とめて い る期 間 (2017年～ 2019年 )、 UNSCEAR日 本代表 に就任 して い

た放 医研理事の明石真言氏は、2003年 に始 まった原爆症認定をめ ぐる集団訴

訟で、被告・ 国側 の立場で意見書 を書 き、証人 として法廷 に立ってきた。 こう

した明石氏 の姿 を見て きた被爆者 は、 こんな手記 を残 している31。

私が、一番腹がたつたのは明石真言氏の証言です。放医研の役職 をもった人

ですが、国側 の証人 になつて出てきて、被爆後頭髪 が抜 けたのは神経 のせ い、

下痢 を したのは衛生状態が悪 かったんだ と、法廷 で繰 り返 しま した。

明石証言 は 2008年 の 3月 なんですが、これ らの主張 は 30年近 く前の松 谷訴

訟の時か ら国側 が言 ってい ることです。その後 の裁判 で最高裁 にまで否定 さ

れているのに、繰 り返 し繰 り返 し同 じことを言 って、全然反省 していませ ん。

彼 は被 ぼ く直後 に行われた東大や京大、その他の大学 の調査団がま とめあげ

た調査報告 も、 これは信用 で きない と平気で言 う。その明石氏が今では福 島

原発で放射能の影響を否定 す る側で活躍 しています。ああい う人 をいまだに

国の主要 な証言者 のスタンフに入れているとい うや り方 は、国側 の被爆被害

に対す る姿勢 を露骨 に表 しているものだ と思います。本当に腹立た しい。

このように、米国原子力委員会の意向に影響 を受 けた国際機関 も、 日本の機

関 も、そ して研究者 も、放射能 による被 ば く健康影響 を過小評価 し続 けて き

た。

一方、歴史 を振 り返 ると、被 ば く影響 を過小 に扱 つてきた政府や科学者 の姿

勢 を正 して きた存在がある。それは司法である。

ビキニ水爆被災 の翌年、東京地裁 な どに 1955年 4月 27日 に提訴 された原

爆裁判 に対 す る判決が 1963年 12月 7日 に下 された。原爆裁判判決では、

「原子爆弾 の もた らす苦痛 は、毒、毒ガス以上の もの といつても過言で はな

3】 東京原爆症認定集回訴訟を記録す る会福『 原爆症認定訴訟が明 らかにしたこと一被爆者

とともに何 を勝 ち取 ったか』 (明 石書店、2012年 )
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く、 このような残虐 な爆弾 を投下 した行為 は、不必要な苦 しみを与 えて はなら

ない とい う戦争法の基本原則 に違反 してい るとい うことができよう」 と述べ ら

れている。 また「被爆者が十分な救済策 をとられなければならないことはい う

まで もないが、それは裁判所 の職責ではない。政治の貧 困を嘆かざるを得 な

い」 と、被爆者救済 の政治 の責任を問 うてい る。

この原爆訴訟が提起 された当時、まだ被爆者 にたいす る援護策 はなかつた。

1963年 の東京地裁 の判決では、原告の請求 を棄却 した ものの、 「アメ リカ軍

に よる広 島 。長崎への原爆投下 は国際法 に違反す る」 とし、「国家は自らの権

限 と責任 において開始 した戦争により、多 くの人々を死 に導 き、障害 を負わ

せ、不安な生活 に追 い込んだのである。 しか もその被害の甚大な ことは、 とう

てい一般災害の比ではない。被告が これに鑑 み十分な救済策 を執 るべ きこと

は、多言 を要 しないであろ う。それは立法府 お よび内間の責務である。」 と述

べた。 この訴訟の最初 か ら携 わ り判決 を下 した判事 は、NHKの 連続 ドラマ小

説「虎 に翼」の主人公 のモデル となつた三淵嘉子である。

同裁判では原告側 は以下 の 1945年 8月 10日 に出 された日本帝国政府 によ

る抗議文 を資料 として出 した。

日本帝国政府米機 の新型爆弾 による攻撃に対す る抗識文

昭和 20年 8月 10日

「そ もそ も交戦者 は害敵手段の選択 につ き無制限の権利を有す るものにあ

らぎること及び不必要の音痛 を与 うべ き兵器、投射物その他の物質を使用す

べか らぎることは戦 時国際法の根本原則 に してそれぞれ陸戦 の法規慣例 に関

す る条約附属書陸戦 の法規慣例 に関す る規則第 22条 お よび第 23条 (ホ )号 に

明定せ らるる所な り。米国政府 は今次世界 の戦乱勃発以来再三 にわた り毒ガ

スない しその他 の非人道的戦争方法の使用 は文明社会 の世論 によ り不法 とせ

られおれ りとし対手国側 においてまず これ を使用せ ぎる限 りこれ を使用す る

ことなか るべき旨声明 した るが米国が今回使用 したる本件爆弾 はその性能の

無差別かつ残虐性 において従来斯 る性能 を有す るがゆえに使用 を禁止せ られ

お る毒ガスその他 の兵器 を遥 かに凌駕 しおれ り。米国 は国際法お よび人道の

根本原則 を無視 して既 に広範囲にわた り帝国の諸都市 に対 して無差別爆撃を
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実施 し来 り多数の老幼帰女子 を殺傷 し神社、仏閣、学校、病院、一般民家等

を倒壊または焼失せ しめた り。而 して今や新規にしてかつ従来のいかな る兵

器、投射物 にも比 し得ぎる無差別性、残虐性を有す る本件爆弾を使用せ るは

人類文化 に対する新たなる罪悪な り。帝国政府はここに自らの名においてか

つまた全人類および文明の名において米国政府 を糸L弾 すると共に即時斯 る非

人道的兵器の使用 を放棄すべきことを厳重に要求す。

抗議文 の中で言及 されている、ハーグ陸戦法規 とは以下の通 りである。

ハーグ陸戦法規

第二二条 [害 敵手段の制限]交 戦者ハ、害敵手段 ノ選 択二付、無制限ノ権利

フ有スルモ ノニ非ス。

第二三条 [禁止事項]特 別 ノ条約 フ以テ定メタル禁止 ノ外、特二禁止 スルモ

ノ左 ノ如 シ。

イ毒又ハ毒 フ施 シタル兵器 フ使用スル コ ト

ロ敵回又ハ敵軍二属スル者 フ背信 ノ行為 フ以テ殺傷 スルコ ト

ハ兵器 フ捨テ又ハ 自衛 ノ手段尽 キテ降フ乞ヘル敵 フ殺傷スル コ ト

ニ助命セサル コ トフ宣言 スル ヨ ト

ホ不必要 ノ苦痛 フ与フヘ キ兵器、投射物其 ノ他 ノ物質 フ使用スル ヨ ト

ヘ軍使旗、国旗其 ノ他 ノ軍用 ノ標章、敵 ノ制服又ハ 「ジエネブァ」条約 ノ

特殊徽章 フ檀二使用スル コ ト

ト戦争 ノ必要上万 己ムフ得サル場合 フ除 クノ外敵 ノ財産 フ破壊 シ又ハ押収

スル コ ト

ナ対手当事国国民 ノ権利及訴権 ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理 フ宣言 スル

コ ト

交戦者ハ、又対手当事国 ノ国民 フ強制 シテ其 ノ本国二対スル作戦動作 二加

ラシムル コ トフ得 ス。戦争開始前其 ノ役務工服 シタル場合 卜離亦同シ。

判決文で は実際、初期放射線 のみな らず残留放射線 について も以下の ように

説明 してい る。
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第二の、そして最 も特異な効果は、初期放射線 と残留放射能 とによるも

のである。原子爆弾の爆発後 1分以内に放射 される放射線は、中性子、ガ

ンマ様、アルフア粒子及び式…夕粒子 よ り成 り、初期放射繰 と呼ばれ る。

その うちガンマ線 と中性子線 とは長距離の飛程 を有 し、 これが人体に当 ると

その細胞 を破壊 し又 は損傷 を加え、放射線障害障害を生ぜ しめて原始病 (原

爆症)を 発症させ る。原子病 は人間の全身を衰弱させ、数時間後ないし数週

間後 に人 を死亡 させ る病気であつて、幸いにして生命をとりとめてもその回

復 には長期間を必要 とす る。その他放射線の照射によつて、白血病、白内

障、子供の発育不良等を生 じさせ、その他身体 の諸器官に種々の有害な影響

を与 え、遺伝的にも悪影響を生じさせ る。

次 に爆発 してか ら 1分以降に、主 として爆弾の残片から放射 される放射

緯 は、残留放射線 と呼ばれるが、 これらの残片は微粒 となって大気中に広

く拡が り、水滴に付着 して放射性の雨を降らせ、或いはいわゆる死の灰 とな

って地上に舞い降 りる。 この放射線の人体 に及ぼす効果は、ほぼ初期放舛線

と同様である。

そ して「原子爆弾 の もた らす苦痛 は、毒、毒 ガス以上のもの といつて も過言

ではな く、 このような残虐 な爆弾を投下 した行為 は、不必要な苦 しみを与 えて

はな らない とい う戦争法 の基本原則 に違反 しているとい うことができよう」、

と述 べ、また「原子爆弾の加害影響力は、旧来 の高性能爆弾 に比べて著 しく大

き く、 しか も不必要 な苦痛 を与 えることも甚だ しく、その上その投下が無差別

爆撃 となることも必至 であつて、極 めて残虐 な害敵手段である」 とし、「原子

爆弾 の投下 は、当時 日本国 と交戦国の関係 にあつた米国によつてなされた戦闘

行為 であるが、それ は当時の実定国際法 (条約及 び慣習法)に 反 す る違法 な

戦 闘行為である」 とはつき り述べている32。

また 1988年 9月 、長崎 の爆心地か ら 2.45キ ロで被爆 した松谷英子 さんが

長崎地裁 に提訴 した原爆松 が谷裁判では、長崎地裁 は、「原告の治癒能力が原

32(原
爆判決 (原 爆裁判、下田事件、下田判決)東京地方裁判所 昭和 38年 12月 7日 判決出典 :

下級 裁判所民事裁判例集第一四巻第一二号 (二 六一損害賠 償請求併合訴訟事件)41-84頁
https://blucmilcs,p_iindOfrcc.co m/原 爆判決/)(2024年 3月 28日 閲覧 )
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子爆弾の放射能の影響を受 けている」、また「 D S86と 閾値理諭だけで、放

射能の影響 を否定することは科学的でない」 として原告勝訴の判決を下 し

2000年 7月 に最高裁 は国の上告を棄却。判決は確定 した。

この後、2003年以降、全国で一斉 に起 こされた原爆認定集団訴訟では、国

は、明石氏 らの意見書を提出 して、原告は被ば くしていないとする主張を繰 り

返 したが、裁判所 はこれを認めず、国は 19連敗 した。また、2012年 に広島で

提訴 された「黒い雨」裁判で も、国は、原告の被 ばくを否定 したが、裁判所 は

原告全員を「被爆者」であると認めた。 このように、一見高度な解析手法を用

い、権威をま とった「科学者」 に対 し、裁判所 は中立性・公平性 を保ち、冷静

な判断を下 し、決着を見てきたのである。被ば く問題 にとって、日本の司法が

歴史的に果た してきた役割 は非常に重いということを付記 してお く。

5 構語

原爆裁判 において国際法 に違反す ると判決を重視す るどころか、残留放射

線・ 内部被 ば くの影響 を戦後一貫 して過小評価 してきた 日本政府 こそが、国家

安全保障に科学 を利用 して きたのであ り、一人一人の人間 に起 こる放射線 によ

る被害 を軽視 して きた。

その日本政府 は、核戦略や核開発 を背景 に生 まれた国際機関 UNSCEARの

報告書 を使用 して、原発事故 による放射線の影響 を過小評価するが、 これ は、

原発 は推進 しつつ、残 留放射線・内部被 ぼ く問題 を切 り捨 ててきた日本政府 の

国策 を踏製 した もの と言える。UNSCEAR報告 に基づ く「影響がない」 とす る

見解 については、米国歴史学者 の立場 か ら、中立 ,公正 とは言 えず、人権 。医

学 '倫理的観点か らは根源的な問題があると考 える。

人 を救 うための研究 の蓄積ではな く、核戦略や核開発 の下 にある「科学」の

限界 は明確である。実際に被 ば くの影響が顕著 な成長期 の子 どもたちに起 こつ

た ことを、 このような「科学Jの 下でなかった ことにす ることはあま りにも非

人道的である。原爆裁判では、「戦時国際法」 に照 らして国際法違反だ として

い る。現在 はま してや戦時で もな く、 日本国憲法 の下、基本的人権 と個人 の尊

重が守 られ るべ きなのである。 これまで影響を受 けてきた子 どもたち、そ して

これか らの子 どもたちの命 と成長を守 るための判断を求 める。
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